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国
民
健
康
保
険
・
老
人
保
健

｢
限
度
額
適
用
認
定
証｣

等

に
つ
い
て

交
通
遺
児
等
（
育
成
資
金
）

貸
付
と
介
護
料
の
支
給
に

つ
い
て

被
爆
二
世
健
康
診
断

　
入
院
し
た
と
き
医
療
機
関
窓

口
で
の
支
払
い
は
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
等
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

 

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
該
当
さ
れ
る
方
は
、「
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」等
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
院
時
食

事
代
等
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

 

認
定
証
の
交
付
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
申
請
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
自
己
負
担
限
度
額
等
に
つ
い

て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

持
参
物�

　
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑
（
認

印
）、
国
保
高
齢
受
給
者
証
又

は
老
人
医
療
受
給
者
証
（
該
当

者
の
み
）

問
合
せ
先
　
住
民
課
保
険
年

金
グ
ル
ー
プ
　
℡
820-

５
６
０
４

　
交
通
遺
児
等（
育
成
資
金
）貸
付

　
自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
死
亡

ま
た
は
、
重
度
後
遺
障
害
者
に

な
ら
れ
た
方
の
お
子
さ
ん
（
０

歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
）
に

対
し
、
育
成
資
金
を
無
利
子
で

お
貸
し
し
ま
す
。

貸
付
金
額

・
は
じ
め
に
一
時
金15

万
５
千
円

・
毎
　
月
　
　
　
　
　
２
万
円

・
入
学
支
度
金
（
小
中
学
校
入
学
時
）

　
４
万
４
千
円

　
介
護
料
の
支
給

　
自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
重
度

後
遺
障
害
者
（
自
賠
法
施
行
令

別
表
第
一
の
「
第
１
級
１
・
２

号
」・「
第
２
級
１
・
２
号
」
に

該
当
）
と
な
ら
れ
た
方
で
介
護

を
必
要
と
さ
れ
る
方
に
対
し
て
、

介
護
料
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
月
額

　
交
通
遺
児
等
（
育
成
資
金
）

貸
付
、
介
護
料
の
支
給
と
も
に
、

貸
付
・
支
給
期
間
な
ど
の
詳
細

は
、
左
記
へ
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先
　
独
立
行
政
法
人

自
動
車
事
故
対
策
機
構
広
島
主

管
支
所
　 

　
℡
297-

２
２
５
５

（
福
祉
課
）

対
象
者

　
両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子
爆

弾
被
爆
者
で
、
広
島
被
爆
に
あ

っ
て
は
、
昭
和
21
年
６
月
１
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
、
長
崎
被

爆
に
あ
っ
て
は
、
昭
和
21
年
６

月
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
。

申
込
方
法

　
福
祉
課
、
各
公
民
館
な
ど
に

用
意
し
て
あ
る
専
用
は
が
き
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
県
庁
原

爆
被
爆
者
・
毒
ガ
ス
障
害
者
対

策
室
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
（
消
印
有
効
）

〜
平
成
20
年
１
月
15
日
(火）

実
施
期
間
　

〜
平
成
20
年
２
月
29
日
(金)

※
精
密
検
査
に
つ
い
て
は
平
成

20
年
３
月
10
日
(月)
ま
で

検
査
費
用
　
無
料
　

※
詳
し
く
は
、
福
祉
課
、
公
民

館
な
ど
に
あ
る
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
県
庁
原
爆
被
爆
者
・

毒
ガ
ス
障
害
者
対
策
室

℡
513-

３
１
１
６

（
健
康
課
）

交
付
申
請
手
続
き
は
お
済
み

で
す
か
？

　
毎
年
８
月
１
日
に
、
所
得
審

査
に
よ
る
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
受
給
者
証
の
更
新
を
行
っ

所得区分 食事代（１食当たり） 自己負担限度額

上位所得者（①） 150,000円＋（医療費－500,000円）×１％

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％

35,400円

①及び②以外の方
260円

210円
(90日を超える入
 院の場合160円)

住民税非課税世帯
の方（②）

※申請により該当する場合は、「限度額適用認定証」、｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣、
　「標準負担額減額認定証」を交付します。
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。（所得の申告がない世帯含む。）
※過去12カ月以内で4回目以降の自己負担限度額は、上表とは異なりますので、お問い合わせください。

別表1 70歳未満の国民健康保険被保険者＜入院時＞

所得区分 食事代（１食当たり） 自己負担限度額

(国保)同一世帯の世帯主及び国保険被保険者が、
(老人)世帯全員が、
住民税非課税でその世帯の所得が０円の方

（ただし、年金収入は80万円以下）

15,000円

24,600円

100円

210円
(90日を超える入
 院の場合160円)

(国保)同一世帯の世帯主及び国保険被保険者が、
(老人)世帯全員が、
住民税非課税で上記区分以外の方

※申請により該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※療養病床に入院する場合の食事代は、上表とは異なりますので、お問い合わせください。

別表2 70歳以上の国民健康保険被保険者（国保）、老人医療受給者（老人）＜入院時＞

支給月額

特Ⅰ種

Ⅰ　種

Ⅱ　種

定　額� 68,440円

上限額�136,880円

定　額� 58,570円

上限額�108,000円

定　額� 29,290円

上限額� 54,000円

重
度
心
身
障
害
者

　
　
　
医
療
費
受
給
者
証
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て
い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
に

よ
り
資
格
停
止
と
な
っ
て
い
る

方
も
、
平
成
18
年
中
の
所
得
状

況
に
応
じ
て
交
付
が
可
能
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
７
月
31
日
ま
で
の
受

給
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
お

持
ち
の
方
で
、
８
月
に
な
っ
て

も
新
し
い
受
給
者
証
（
青
色
）

が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
福
祉

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
資
格

停
止
と
な
る
方
に
つ
い
て
は

別
途
通
知
し
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
印
鑑
、健
康
保
険
証(

国
民
健

康
保
険
又
は
社
会
保
険
等)

、
身

体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳

対
象
者

　
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
、
２
、

３
級
所
持
者
、
療
育
手
帳
の
Ａ
、

Ａ
、
Ｂ
所
持
者
。

※
所
得
に
よ
り
該
当
し
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
福
祉
課
社
会
福
祉

グ
ル
ー
プ
　 

℡
820-

５
６
０
５

対
象
者

　
県
内(

広
島
市
を
除
く)

に
１

年
以
上
居
住
し
、
今
後
も
相
当

期
間
県
内
に
居
住
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
、18
才
以
上
で
視

覚
障
害
程
度
１
級
又
は
２
級
の

身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
者
。

 

そ
の
他
所
得
制
限
な
ど
の
要

件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

視
覚
障
害
者
団
体
連
合
会
事
務

局
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
書

福
祉
課
の
窓
口
に
設
置

提
出
締
切

 

８
月
20
日
(月)
ま
で
に
福
祉
課

に
提
出
　

問
合
せ
先
　
社
会
福
祉
法
人

広
島
県
視
覚
障
害
者
団
体
連
合

会
事
務
局

℡
・
FAX
229-

２
３
２
０

平
成
19
年
度
補
助
犬

（
盲
導
犬
）
給
付
に
つ
い
て

　　お尋ねします・・・ 
　ヘルパーさん（訪問介護員）に庭
の草取りをお願いできますか？ 
　　お答えします・・・ 
　庭の草取りは、日常生活を営むた
めに支障が生じないと判断される行
為のため、介護保険サービスでは利
用することができません。 
　また、他にも家族が行うことが適
当であると判断される行為や、日常
的に行われる家事の範囲を超える行
為は介護保険サービスでの利用はで
きません。 
　生活援助として利用できるサービ
スについては、ケアマネジャーや福
祉課にお問い合わせください。
問合せ先　 
　福祉課　高齢者福祉グループ 

℡８２０－５６０５ 

　介護保険に関するよくある質問に

対してお答えします。 

介護保険のしくみ 

子どもを持つ保護者の方を支える場です。 
育児相談や親子の遊びなどを通して､楽しく育児ができるように

応援しています。気軽にお越しください。 
 

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター 西部地域健康センター内　℡820－5502　FAX820－5504 
開設日時（※年末年始、祝日、8月14日～16日除）月～金曜日　9：30～17：00〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00～17：00〉 

●子育て支援センターの主な予定　 

21日（火）
22日（水）
24日（金）
31日（金）

９月３日(月)

10:30
9:30
10:30
9:30

9:30

子育て懇談会　（金澤綾子）
ふわふわベビー（3ヵ月～1歳5ヵ月）
親子の関わり懇談会　（福田宏子）
わくわくキッズ（２歳６ヵ月以上）
ふわふわベビー（３ヵ月～１歳５ヵ月）
♪親子でリトミック♪（大竹美枝子）

※毎月の予定表は、子育て支援センターに置いてあります。
　お気軽にお問い合わせください。

実施日 行事（講師・敬称略） 開始時間 

●おひさまルーム 
　親子がゆったり遊べる場です。子どもと一緒におも
ちゃで遊びながら、子育てのことなど、一緒にお話し
ましょう。ふれあい遊びや絵本の読み聞かせなど、楽
しい遊びも紹介します。3ヵ月の赤ちゃんから参加で
きます。

左記以外の日程　9：30～11：30

●子育て支援センターのお盆休み 
　８月14日（火）～16日（木）は、子育て支援センターの
事業は実施していません。
　緊急のご相談は、福祉課（℡820‐5605）までお願いし
ます。

※毎週木曜日は予約による子育て相談の日です。子育
て支援センター内での遊びはありません。

※行事はいずれも11：30に終了予定です。
※3ヵ月以下のお子さんは、午前中の行事への参加は
ご遠慮ください。（子育て相談には応じます）
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